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南 魚 監 第 ６ ９ 号 

平成３０年１１月１２日 

 

南 魚 沼 市 長  林  茂 男  様 

南魚沼市議会議長  小 澤  実  様  

 

南魚沼市監査委員 小 林 勝 巳 

南魚沼市監査委員 牧 野  晶 

 

財政援助団体等の監査の結果に関する報告について（提出） 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等に対する監査を実施したの

で、同条第９項の規定により監査の結果を報告する。 

 

記 

 

１ 監査の対象 

  平成２９年度において、南魚沼市が補助金等を交付した団体（財政援助団体）及び公の 

施設の管理を行わせている団体（指定管理者）。 

 

２ 監査の実施団体 

しおざわ農業協同組合（南魚沼市農産物・特産品直売所）、社会福祉法人南魚沼市社会福

祉協議会（南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘）、南越後観光バス株式会社、株式会社アクティ

（南魚沼市八海山麓観光施設）、南魚沼市大和・六日町地域農業再生協議会、南魚沼市塩沢

地域農業再生協議会、ＢＭＳ南魚沼スポーツコミュニティ（大原運動公園）、一般社団法人

南魚沼市まちづくり推進機構、株式会社飛鳥（南魚沼市斎場） 

 

３ 監査の期間 

平成３０年９月２７日から平成３０年１０月１７日まで 

 

４ 監査を実施した監査委員 

南魚沼市監査委員 小 林 勝 巳 

南魚沼市監査委員 牧 野 晶 

 

５ 監査の方法 

 監査の実施にあたっては、現地に赴き、各団体から提出された資料及び提示のあった関係

帳簿・関係書類を調査するとともに、以下の点を中心に関係職員からの説明を聴取するなど

の方法及び提出資料による監査方法で実施した。また、指定管理者が管理する施設（以下「指

定管理施設」という。）については、当該施設の現地調査を実施した。 

（１）交付された補助金等が交付目的どおりの効果を発揮しているか 
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（２）指定管理制度が有効に機能しているか 

６ 監査の結果 

  交付された補助金等に係る出納その他の事務は、概ね適正に処理され、その目的どおり 

の効果があるものと認められた。資料の不備については、再度提出を求めた。 

  指定管理施設の管理・運営についても適正に行われているものと認められた。 

  各団体に係る監査の結果は、以下のとおりである。 

 

○しおざわ農業協同組合（南魚沼市農産物・特産品直売所） 

１ 指定管理施設の概要 

名 称：南魚沼市農産物・特産品直売所 

所 在 地：南魚沼市下一日市８５５番地（市立今泉博物館敷地内） 

指 定 期 間： 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

委 託 料：３，６００，０００円（平成２９年度） 

指定管理業務：（１）直売所の利用の許可に関する業務 

（２）直売所の利用料金の収納に関する業務 

（３）直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４）農産物、特産品等の販売に関する業務 

（５）農産物の計画的な生産及び育成支援に関する業務 

（６）前各号に掲げるもののほか、設置条例第１条の設置目的を達成する

ために必要な業務 

２ 指定管理団体の概要（平成２９年度末時現在） 

名 称：しおざわ農業協同組合 

所 在 地：南魚沼市塩沢７番地１ 

組合員数：正組合員３，４２３人、准組合員２，８９１人、合計６，３１４人 

出 資 金：８億１，６４９万円 

職 員 数：２３３人 

総資産額：４９２億２千万円 

３ 監査の結果 

（１）収支の概要 

１）販売高の推移                       （単位：千円） 

区   分 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

米  ５９，９４９ ６４，５７７ ６１，４５６ 

酒 ・ そ の 他 ２７，６４３ ２７，３６４ ２７，１０９ 

農 産 物 ４０，６１０ ４３，１１４ ３９，３８０ 

加 工 品 等 ４０，５１６ ４０，５１３ ３９，０７６ 

物 販 １３６，７７８ １４０，７３４ １４６，５３０ 

計 ３０５，４９６ ３１６，３０２ ３１３，５５１ 

２）平成２９年度決算額                     （単位：千円） 
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 収     入  支     出 

管 理 料 ３，３３３ 人 件 費 ３１，４７６ 

販 売 手 数 料 ４６，８４９ 業 務 費 ３，４５２ 

そ の 他 ９６，１４５ 施 設 費 ９，２４８ 

  そ の 他 ７４，１８５ 

  直 売 所 利 益 １９，５７６ 

  市 へ の 還 元 金 ８，３９０ 

合 計 １４６，３２７ 合 計 １４６，３２７ 

＊委託料は消費税抜きの額である。 

（２）監査委員の所感 

 平成２９年度は年間来客数約４４万人、販売額３億１千万円と非常に順調な運営状況とな

っている。来客数の８～９割が市外から訪れ、観光拠点「道の駅」として、十分に役割を果

たしていると言える。直売所としては、農家の方々が栽培した旬の野菜や雪室野菜などを販

売し、年間を通じて地域の魅力をアピールしている。 

構築物の修繕や売り場面積の拡大など、様々な課題を抱える中で、直売所販売物品に対す

る手数料率の明瞭化など、関係部局との検討を重ね今後の方向性を見据えいくことを望むも

のである。 

 

○社会福祉法人 南魚沼市社会福祉協議会（南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘） 

１ 指定管理施設の概要 

 名   称：南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘 

 所  在  地：南魚沼市長森１００８番地 

 開 設 開 始：昭和３１年５月１日 

 全 面 改 築：平成２７年１１月１２日 

 定  員  数：７０人 

 指 定 期 間：平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 委  託  料：１３６，６９７，０００円（平成２９年度） 

 指定管理業務：（１）入所者の養護等に関する業務 

（２）施設及び設備等の維持管理に関する業務 

（３）管理運営に係る経理に関する業務 

（４）その他、甲が必要と認める業務 

２ 指定管理者の概要 

 名   称：社会福祉法人 南魚沼市社会福祉協議会 

 所 在 地：新潟県南魚沼市小栗山３０３番地１ 

 設  立：平成１６年１１月１日 

 役  員：理事９名 監事２名 評議員２３名 

機  構：本所 支所２箇所 訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 

養護老人ホーム魚沼荘 

３ 監査の結果 
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（１）平成２９年度決算額                      （単位：千円） 

収       入 支       出 

指 定 管 理 委 託 料 １３６，６９７ 人 件 費 ７１，５８７ 

そ の 他 の 収 入 １，３０６ 運 営 費  ２１，４１１ 

  施 設 管 理 費 ３９，２３６ 

  扶 助 費 ５，５４４ 

  （当期収支差額） ２２５ 

合 計 １３８，００３ 合 計 １３８，００３ 

（２）監査委員の所感 

入所者の人権と自主性を尊重する基本的立場を堅持し、心身の健康維持と人間関係の向 

上を目指し、集団生活での安心と生きがいの場づくりの基本方針に基づき、入居者の生活

支援を行っている。また、園児、老人クラブ、地域住民と積極的な交流も図られている。 

これからも入居者が安全で安心して生活できるような管理運営に配慮されることを望

むものである。 

 

○南越後観光バス株式会社 

１ 補助金の交付状況 

  （１）南 魚 沼 市 市 民 バ ス 運 行 補 助 金（平成 29年度）  19,935,000円 

（２）後期南魚沼市市民バス運賃割引補助金（平成 29年度）   521,600円 

  （３）前期南魚沼市市民バス運賃割引補助金（平成 30年度）   471,300円 

                            合 計 20,927,900円 

２ 会社概要 

名  称：南越後観光バス株式会社 

   所 在 地：南魚沼市美佐島１６０３番地   

 設  立：昭和６２年１２月４日 

   資 本 金：３０，０００，０００円 

   従業員数：１２７名 

   業  務：バス、旅行事業 

３ 監査の結果 

（１）平成 29年度決算の概要 

＊市民バス運行補助金                                                  (単位：円) 

                収益(運送収益) 経費(運送費) ①運送損益 ② 国補助金 
①-②  

補助金  

城内コ－ス 

(4条) 
1,323,449 8,869,148 7,545,699 2,018,000 

※市補助金は 

千円未満切捨て 

五十沢・大月

コース(4 条) 
783,378 9,501,345 8,717,967 1,989,000 

 大崎コース

(みなし 4条) 
603,501 8,282,415 7,678,914 0 
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合計 2,710,328 26,652,908 23,942,580 4,007,000 19,935,000円 

＊市民バス運行実績 

コース 
総キロ程 

（ｋｍ） 

運行回数 

(1日あたり) 

運 行 日 数

（日） 

輸送人員

（人） 

運行費(国補助差引済

の額) 

城内 29,914.4 4 244 7,350 5,527,699円 

五十沢・大月 30,060.8 4 244 4,166 6,728,967円 

大崎 26,942.0 5 244 3,284 7,678,914円 

合計  86,917.2 13 732 14,800 19,935,580円 

＊後期運賃割引補助金（Ｈ29.4.1～Ｈ29.9.30） 

割引内容 城内コース 五十沢・大月コース 大崎コース 割引額 

乗継ぎの人数(割引額 200円) 1,326 25 208 311,800円 

割引の人数(割引額 100円) 1,219 473 406 209,800円 

 補助金 521,600円 

＊前期運賃割引補助金（Ｈ29.10.1～Ｈ30.3.31）     

割引内容 城内コース 五十沢・大月コース 大崎コース 割引額 

乗継ぎの人数(割引額 200円) 1,042 18 246 261,200円 

割引の人数(割引額 100円) 1,030 535 536 210,100円 

 補助金 471,300円 

（２）補助事業の概要 

  市民バス運行費補助事業は、地域住民の福祉を確保するため市民バスを運行する交通事

業者に対し、不採算路線の運行に係る経費について補助金を交付するものである。「南魚

沼市市民バス運行補助金交付要綱」（平成 27年 3月 31日告示第 64号）に基づき実施され

ている。 

（３）監査委員の所感 

    諸帳簿は、国の方式により正確に整理されていた。経費面では、自社の軽油スタンドで

給油・系列の修理工場で修理するなど、スケールメリットにより経費が抑えられている。 

補助金について明確に区分した帳簿管理は困難であり、総延長に対する市民バス走行距

離の割合(国の方式)で算出している。この点は、他の市民バス運行事業者との比較面で課

題が残る。 

    今後も市内の交通事業者の中核として、新たなバス交通網の展開を図り市民の福祉の向

上を図っていくことを望むものである。 

 

○株式会社アクティ（南魚沼市八海山麓観光施設） 

１ 指定管理施設の概要 

 名   称：南魚沼市八海山麓観光施設 

(八海山麓スキー場、八海山麓サイクリングターミナル、八海山麓勤労者体育館) 

 所  在  地：南魚沼市荒金５６番地１外 

 指 定 期 間：平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 



6 

 委  託  料：１１，７５２，０００円（平成２９年度） 

 指定管理業務：（１）観光施設の利用の許可に関する業務 

              （２）観光施設の利用料金の収納に関する業務 

              （３）観光施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 

        （４）前各号に掲げるもののほか、施設条例第１条の設置を達成するため

に必要な業務 

２ 指定管理者の概要 

 名  称：株式会社アクティ 

 住  所：南魚沼市荒金５６番地１ 

 設  立：平成２０年２月１日 

 資 本 金：５１０万円 

事業概要： 観光振興による地域の活性化を図るため、スキー・キャンプ・サイクリング・ 

テニス場等のスポーツ施設や宿泊施設による管理経営を行っている。 

３ 監査の結果 

（１）平成２９年度事業内容 

１）決算額             （単位：千円） 

科   目 金   額 

売上高 利用料金 ５６，７７０ 

業務請負委託料 １０，８８１ 

その他収入 ９５０ 

売上合計 ６８，６０１ 

売上原価 １０，８２８ 

売上総利益 ５７，７７３ 

販売費及び一般管理費 ５７，３７２ 

営業利益 ４０１ 

営業外収益 １５９ 

営業外費用 １６２ 

経常利益 ３９８ 

特別利益 １２ 

法人税等 ７０ 

当期純利益 ３４０ 

      （※）業務請負委託料は消費税抜きの数字である。 

２）入込数の推移                     （単位：人） 

区   分 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

ス キ ー 場 １０，５９０ １３，５６０ １７，９３０ 

サイクリングターミナル １７，１５３ １６，１５４ １６，２５９ 

体  育  館 ８，７０９  ６，６３３  ６，７４１ 

合     計 ３６，４５２ ３６，３４７ ４０，９３０ 

（２）監査委員の所感 
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 サイクリングターミナルでは、地域の憩いの場として、自然環境や施設の利点を積極的に

取り入れた運営に取り組み、成果を上げている。施設の老朽化による整備や更新また、それ

に伴う財政問題など課題は山積しているが、今後も地域や市と連携を図りながらスポーツ・

文化活動の拠点としての役割を担い、安全第一と健全経営に努めることを望むものである。 

 

○南魚沼市大和・六日町地域農業再生協議会 

１ 補助金の交付状況（平成２９年度） 

補助金：大和・六日町地域水田農業構造改革対策事業   １２,７９５,０００円 

２ 団体の概要 

 名 称：南魚沼市大和・六日町地域農業再生協議会 

 区 域：南魚沼市大和地域及び六日町地域 

 目 的：経営所得安定対策の推進、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用等 

 会 員：南魚沼市、南魚沼市議会、南魚沼市農業委員会、魚沼みなみ農業協同組合、生産 

者、消費者団体等の１４の団体から選出されている。 

３ 監査の結果 

（１）平成２９年度決算の概要                     （単位：千円） 

収       入 支       出 

経営所得安定対策 

推 進 事 業 
５，１５２ 

経営所得安定対策 

推 進 事 業 
５，５５４ 

農業再生協議会等 

活 動 支 援 事 業 
７６５ 協議会単独助成事業 １２，９０３ 

市 補 助 金 １２，７９５ 
集 落 と も 補 償 

 
９，９１７ 

Ｊ Ａ 負 担 金 ８，５３０ 地域間調整支出金 ９０，０００ 

地域間調整農家拠出 

金 
９４，６７２ 協 議 会 事 務 経 費 １，５８９ 

雑 収 入 ０ 予 備 費 ７３２ 

前 期 繰 越 金 ２，８２８ 次 期 繰 越 金 ４，０４７ 

合 計 １２４，７４２ 合 計 １２４，７４２ 

（２）補助事業の概要 

大和・六日町地域農業再生協議会補助金は、単独で行う助成事業（団地助成、集落とも補

償活動助成金等）に補助され、事業費の６０％（ＪＡが４０％）を負担するものである。 

（３）監査委員の所感 

 国の制度改正により平成３０年度から、行政による生産数量目標配分である生産調整が終

了し、需給調整となり今までの「作らない」から「伸ばして品質を高める」という方向性に

シフトすることとなったが、協議会の目的である農業経営の安定や国内生産力の確保を図る

ということは変わらない。 

今後も生産者と連携を図り、担い手の育成や転作物の品質を高めるとともに事業の拡大な

ど、安定した農業経営に向け生産者への支援をしていくことを望むものである。 
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○南魚沼市塩沢地域農業再生協議会 

１ 補助金の交付状況（平成２９年度） 

塩沢地域水田農業構造改善対策事業         ８，９６８，８５０円 

２ 団体概要 

  名 称：南魚沼市塩沢地域農業再生協議会 

  区 域：南魚沼市塩沢地域 

  目 的：経営所得安定対策の推進、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用等 

  会 員：南魚沼市、南魚沼市議会、南魚沼市農業委員会、しおざわ農業協同組合、生産

者、消費者団体等の１４の団体から選出されている。  

３ 監査の結果 

（１）平成２９年度決算の概要                     （単位：千円） 

収       入 支       出 

市 補 助 金 ８，９６９ 協 議 会 単 独 助 成 金 １０，１２２ 

農 協 負 担 金 ６，１０１ 農家組合達成助成金 ４，７１５ 

地域間調整・地域と

も 補 償 拠 出 金 
５５，４９２ 

地域間調整・地域とも

補償超過達成助成金 
５５，４９２ 

経営所得安定対策推

進 事 業 補 助 金 
５，６６１ 

経営所得安定対策制度

推 進 事 業 費 
５，６６１ 

雑 収 入 ２１１ 協 議 会 事 務 局 経 費 １９３ 

合 計 ７６，４３４ 合 計 ７６，１８３ 

                        ※２５１千円は次年度へ繰り越し 

（２）補助事業の概要 

塩沢地域水田農業構造改善対策事業補助金は、協議会が単独で行う助成事業（団地助成、

農家組合達成補助金等）、事務費等に充てられ、事業費の６０％（ＪＡが４０％）を負担す

るものである。 

（３）監査委員の所感 

 国の制度改正により４５年続いた生産調整が終了し、需給調整による作付けとなった。 

新制度の下、農業振興の旗振り役として農業地域再生協議会の果たす役割は非常に重要

である。ＪＡの合併に伴い協議会が一本化するとのことだが、今後も地域の特性を活かし

補助金を適正に利用し、農業者の所得増大と担い手育成支援のため尽力していただきたい。 

 

○ＢＭＳ南魚沼スポーツコミニティ（大原運動公園） 

１ 補助金等の交付状況（平成２９年度） 

（１）イースタンリーグ戦開催補助金           ３，０００，０００円 

（２）指定管理委託料                 １９，０００，０００円 

２ 団体の概要 

  名   称：ＢＭＳ南魚沼スポーツコミニティ 

  住   所：南魚沼市万条新田４１７番地 

  団 体 構 成：共同事業体による管理運営 
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           代表団体 株式会社ベースボール・マガジン社 

           構成団体 美津濃株式会社、有限会社サトウスポーツ 

事 業 概 要： 地域住民の生涯スポーツ推進と健康づくり支援を通じた福祉向上の拠点

とし、南魚沼市におけるスポーツ文化「する」「みる」「ささえる」を

発信しながら、野球場・多目的グラウンド・テニスコート等のスポーツ

施設の管理運営を行っている。 

３ 指定管理施設の概要 

名    称：大原運動公園 

  所  在  地：南魚沼市万条新田４１７番地 

  指 定 期 間：平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

指定管理業務：（１）管理物件の利用許可等に関すること。 

（２）管理物件の運営に関すること。 

（３）管理物件及び設備等の維持管理に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務 

４ 監査の結果 

（１）平成２９年度事業内容 

１）決算額 

イースタンリーグ戦開催補助金                  （単位：千円） 

収       入 支       出 

補 助 金 ３，０００ 興 業 料 ４，０１９ 

チ ケ ッ ト 販 売 １，５５２ 公 告 宣 伝 費  ９７７ 

協 賛 金 １，７８８ 印 刷 費 ６３２ 

雑 入 ２５ 保 険 料 他 ７３７ 

合 計 ６，３６５ 合 計 ６，３６５ 

指定管理委託料                          （単位：千円） 

収       入 支       出 

利 用 料 １０，６３１ 人 件 費 １５，５００ 

指 定 管 理 料 １９，０００ 施 設 管 理 費 １６，１８３ 

自 主 事 業 ６，６２９ 自 主 事 業 費  ４，３８６ 

  （ 当 期 収 支 差 額 ） １９１ 

合 計 ３６，２６０ 合 計 ３６，２６０ 

２）利用人数、利用料 

年 度 利用人数（人） 利用料（千円） 

２７ ５５，３５１ １１，３０７ 

２８ ５９，６３９ １１，８５２ 

２９ ５１，４６１ １０，６３０ 

（２）監査委員の所感 

施設内のトイレのウォシュレット化や利用者へのアンケートを実施し使用者のニーズを把

握するなど、安心・快適・利便的に利用できるような施設の維持管理に取り組んでいる。ま
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た、大原運動公園サポーターズ企業の協賛金制度を立ち上げ、地域スポーツの活動資金とし

て自主事業や施設整備等を行っている。 

これからも市民の体育・スポーツ及びレクリェーションの振興を図り、健康市民づくりの

増進に資することを望むものである。 

 

〇一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構 

１ 概 要 

名 称：一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構 

所 在 地：南魚沼市六日町 2914番地１ 

法人設立：平成２９年 4月１７日 

会 員 数：８団体 

基金総額：２,４００,０００円  

 うち南魚沼市１,０００,０００円  

 

２ 監査の結果 

（１）平成２９年度決算の概要                   (単位：円) 

区  分 受託事業 自主事業 決算額 

受託事業費 24,840,000   24,840,000 

自主事業収益   2,815,440 2,815,440 

受 取 利 息   21 21 

① 収益計 24,840,000 2,815,461 27,655,461 

人 件 費 12,932,372 377,107 13,309,479 

事 務 費 5,054,953 577,181 5,632,134 

活 動 費 2,603,052 725,314 3,328,366 

事 業 経 費 4,250,858 1,300,000 5,550,858 

事業運営費   70,244 70,244 

法 人 税 等   64,100  64,100 

② 支出計 24,841,235 3,113,946 27,955,181 

①－②当年度純損益 -1,235 -298,485 -299,720 

（２）事業の概要 

 市から地域再生推進法に基づく法人の指定を受け、地域社会の健全な発展のため、ふるさ

とに帰る人や移住する人のためにコミュニティ機能の構築や暮らしの支援など、他団体と連

携した協働のまちづくりに取り組んでいる。 

（３）監査委員の所感  

平成２９年度に法人が設立され、市から地域再生推進法人出捐金として 100万円が支出さ

れた。設立当初から事業基盤である各種規程等の作成がされていなく決算に疑問を残した。 

 今後は、計画的かつ適正な支出を心がけた事業運営をしていくことを望むものである。設

立 1年目ということもあり自主事業収入実績は少額であるが、将来的には自主事業で自立可

能な経営を目指し、まちづくりの発展のため貢献していただきたい。 
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○株式会社 飛鳥（南魚沼市斎場） 

１ 指定管理施設の概要 

 名   称：南魚沼市斎場 

 所  在  地：南魚沼市思川５７６番地１ 

 供 用 開 始：平成２２年９月１日 

 火 葬 炉 数：５基（うち、小動物炉１基） 

 指 定 期 間：平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 委  託  料：３２，７１５，０９２円（平成２９年度） 

 指定管理業務：（１）斎場の火葬に関する業務 

（２）斎場の施設・設備の維持管理に関する業務 

（３）小動物の火葬及び小動物火葬利用料の徴収に関する業務 

（４）その他、斎場の管理運営に必要な業務 

＊一般火葬の使用許可及び使用料の徴収は市の業務 

２ 指定管理者の概要 

 名  称：株式会社 飛鳥 

 所 在 地：新潟県南魚沼市塩沢７９９番地１５ 

 設  立：平成５年４月１日 

 資 本 金：７７，０００千円 

 主たる事業：葬祭業 

３ 監査の結果 

（１）平成２９年度事業内容 

１）決算額                            （単位：千円） 

収       入 支       出 

指 定 管 理 料 ３２，７１５ 運 営 費 １２，５２３ 

指 定 管 理 料 精 算 金 １，３０９ 施 設 管 理 費 ４，２３６ 

小 動 物 火 葬 料 金 ２，２５５ 人 件 費 １６，２７５ 

残骨灰処理業務委託費 ２２２ 諸 経 費 １，７２９ 

  消 費 税 納 税 額 １，３９６ 

合 計 ３６，５０１ 合 計 ３６，１５９ 

 

① 収入額 ② 支出額 ①－②差額 

３６，５０１ ３６，１５９ ３４２ 

２）事業の概要 

ア）職員体制 

  斎場長 １名  斎場次長 １名  業務員 ３名  嘱託職員 ２名 

イ）一般火葬炉 

 ・受入件数    ８６５件（午前 ７４９件（86.6％） 午後 １１６件（13.4％）） 

 ・稼働日数    ３０２日 
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 ・平均受入件数  ２．９件／日（最大受入件数 ８件／日） 

 ・平均来場者数  ２０人／件（最大 ６５人  最少 １人） 

ウ）小動物炉 

 ・受入件数    ２１８件 

 ・稼働日数    ３０２日 

 ・平均受入件数  ０．７件／日  

（２）監査委員の所感 

公の施設の管理において民間のノウハウを活用することで効果的かつ能率的な公の施設の

管理をする。という指定管理の目的に基づいた事業運営が行われていた。平成２９年度決算

は事業所努力により黒字となっている。斎場を利用した全喪主に対してのアンケートを実施

し、利用者のニーズ把握に努めることで事業改善を重ね、質の向上にも努めていた。今後も

人生最期の場にふさわしい質の高い接遇や、細やかなサービス提供をしていくことを望むも

のである。 

 

 

 


